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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に水が存在する管路の内面に沿って補修材を設置することにより、前記管路を補修
する方法であって、
　前記管路内に、内部の水に浮く水上作業床を設置する、作業床設置工程と、
　前記水上作業床の上で、前記管路の底部を補修するための第１補修材を組み立てる、第
１補修材組立工程と、
　組み立てた前記第１補修材を水中に沈める、沈降工程と、
　前記水上作業床の上で、前記管路の前記底部よりも上側の部分を補修するための第２補
修材を組み立てて前記第１補修材に連結する、第２補修材組立工程と、
　を含むことを特徴とする管路補修方法。
【請求項２】
　前記沈降工程では、前記第１補修材を前記管路の底部まで沈め、
　その前の前記第１補修材組立工程では、前記第１補修材を、前記沈降工程で前記管路の
底部まで沈めたときにその一部が水面上に出るような大きさに組み立てることを特徴とす
る請求項１に記載の管路補修方法。
【請求項３】
　前記沈降工程において、前記第１補修材の一部が水面上に出るように前記第１補修材を
沈めることを特徴とする請求項１に記載の管路補修方法。
【請求項４】
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　前記第１補修材組立工程では、前記管路の一部区間についてのみ前記第１補修材を組み
立て、
　前記第１補修材組立工程後に、前記一部区間の前記第１補修材を前記管路に一時的に連
結して前記第１補修材を保持する、補修材保持工程と、
　前記補修材保持工程後に、前記水上作業床を前記管路の長さ方向に移動させる作業床移
動工程と、をさらに含み、
　前記第１補修材組立工程、前記補修材保持工程、及び、前記作業床移動工程を繰り返し
行うことにより、前記水上作業床を移動させつつ、前記管路の複数の区間について前記第
１補修材を順に組み立てることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の管路補修方法
。
【請求項５】
　前記補修材保持工程では、前記管路の天井部に吊り下げ具を設置し、前記吊り下げ具で
前記第１補修材を吊り下げることによって、前記第１補修材を保持することを特徴とする
請求項４に記載の管路補修方法。
【請求項６】
　前記管路内の水は、前記管路の長さ方向に沿って一方向に流れており、
　前記作業床移動工程において、前記水上作業床に牽引索を接続し、前記牽引索により前
記水の流れ方向上流側から前記水上作業床を引っ張ることで、前記水上作業床を前記流れ
方向上流側に移動させることを特徴とする請求項４又は５に記載の管路補修方法。
【請求項７】
　前記第１補修材組立工程では、管路の長さ方向に並ぶ複数の第１補強部材を互いに連結
して第１補強構造体を組み立て、この第１補強構造体の内側に第１被覆部材を取り付ける
ことによって、前記第１補修材を形成し、
　前記第２補修材組立工程では、管路の長さ方向に並ぶ複数の第２補強部材を互いに連結
して第２補強構造体を組み立て、この第２補強構造体の内側に第２被覆部材を取り付ける
ことによって、前記第２補修材を形成し、
　前記第１補修材と前記第２補修材を連結して前記管路の内面に設置した後に、前記第１
補修材及び前記第２補修材と前記管路の内面の間の隙間に、硬化性充填材を充填する充填
工程をさらに含むことを特徴とする請求項１～６の何れかに記載の管路補修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設管路の補修方法に関し、特に、人が中に入って作業することが可能な大
口径管路の補修方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、下水道管等の既設管路の老朽化対策として、管路内に補修材を設置して、こ
の管路を内面側から補修することが行われている。また、口径が数ｍもあるような大口径
の管路においては、この管路内に作業者が入って補修材の設置作業を行っている。しかし
、下水道管などでは、普段は、その内部に水が流れており、管路内に水が存在する環境で
の補修作業は困難を伴う。即ち、管路内に水がある状態では、資材の移動や工具の使用な
どあらゆる作業がやりにくくなるし、また、作業員の疲労も増大する。
【０００３】
　そこで、従来から、補修を行う区間において水が存在しない環境を作り出した上で、そ
の中で管路の補修を行う方法が提案されている。例えば、特許文献１，２には、管路内の
２箇所で水を堰き止め、２箇所の堰き止め位置の間に存在する水を仮設水路によって排水
してドライ状態にしてから、その区間において補修作業を行う方法が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献３では、管路内に設置する対象が補修材ではなく、レールである点で異
なるが、水が流れる管路内において、作業員が水中に入ることなくレールを敷設可能な方
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法が開示されている。まず、立坑内の水面よりも上の位置に台枠を設置し、この台枠上で
台車を組み立てる。この台車にレールの資材を積載した後、この台車を、水が流れている
管路内に送り出す。台車は、水が流れる管路内を走行し、作業者は、台車上の、水面より
も上側の位置にて、レールの組み立てや接続等の作業を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２７９８０３号公報
【特許文献２】特開２００２－２２８０８３号公報
【特許文献３】特開２０００－２６５５４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１，２のように、管路内の水を堰き止める方法では、管の口径が大きい場合に
は、水を堰き止める装置が大掛かりなものとなるため、その設置、及び、撤去に時間を要
する。また、堰き止める装置の設置や撤去のために、作業員が水中に入って作業する必要
があるため、それらの作業に多大な労力を要する。特に、口径が数ｍもある大口径の管路
では、これらの堰き止めに要する作業がかなり大がかりなものとなることは、容易に理解
される。
【０００７】
　特許文献３では、管路内で台車を組み立て、この台車で資材を運びつつ台車上で作業を
行うために、作業員が水中で作業を行わずに済む。しかし、レール設置前に立孔内で台車
を組み立てる作業、及び、レール設置後に台車を分解して撤去する作業等が必要になり、
それらの作業に多くの時間がかかってしまう。
【０００８】
　本発明の１つの目的は、作業員が水中に浸からずに作業できる環境を、簡単な工程で短
時間のうちに管路内に実現することが可能な、管路補修方法を提供することである。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００９】
　第１の発明の管路補修方法は、内部に水が存在する管路の内面に沿って補修材を設置す
ることにより、前記管路を補修する方法であって、
　前記管路内に、内部の水に浮く水上作業床を設置する、作業床設置工程と、前記水上作
業床の上で、前記管路の底部を補修するための第１補修材を組み立てる、第１補修材組立
工程と、組み立てた前記第１補修材を水中に沈める、沈降工程と、前記水上作業床の上で
、前記管路の前記底部よりも上側の部分を補修するための第２補修材を組み立てて前記第
１補修材に連結する、第２補修材組立工程と、を含むことを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明では、まず、管路内に、その内部の水に浮く水上作業床を設置する。そして、こ
の水上作業床の上で、管路の底部を補修するための第１補修材を組み立てる。組み立てた
第１補修材は、水上作業床から水中に沈める。その後、同じく水上作業床の上で、管路底
部よりも上側の部分を補修するための第２補修材を組み立て、第１補修材に連結する。本
発明によれば、作業者は、管路内に設置する補修材（第１補修材と第２補修材）を、水に
浮いた水上作業床の上で組み立てることになるため、水に浸かりながら作業を行う必要が
ない。また、補修材の組立を行う水上作業床は、管路内に引き入れて水に浮かべるだけで
設置できることから、その設置作業、及び、撤去作業は非常に簡単であり、短い時間で完
了できる。
【００１１】
　第２の発明の管路補修方法は、前記第１の発明において、前記沈降工程では、前記第１
補修材を前記管路の底部まで沈め、その前の前記第１補修材組立工程では、前記第１補修
材を、前記沈降工程で前記管路の底部まで沈めたときにその一部が水面上に出るような大
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きさに組み立てることを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明では、水上作業床の上で組み立てた補修材を、沈降工程で管路の底部に当たるま
で沈めたときに、沈めた第１補修材の一部が水面上に出る。従って、その後に、水上作業
床の上で組み立てた第２補修材を、第１補修材に連結する作業が容易になる。
【００１３】
　第３の発明の管路補修方法は、前記第１の発明において、前記沈降工程において、前記
第１補修材の一部が水面上に出るように前記第１補修材を沈めることを特徴とするもので
ある。
【００１４】
　本発明では、水上作業床の上で組み立てた第１補修材を水中に沈める際に、この第１補
修材を全部水中に沈めてしまうのではなく、一部が水面上に出るようにする。従って、そ
の後に、水上作業床の上で組み立てた第２補修材を、第１補修材に連結する作業が容易に
なる。尚、先に説明した第２の発明とは異なり、本発明には、第１補修材が管路の底部に
当たる前に、沈めるのを途中で止めて、第１補修材の一部を水面上に突き出させる、とい
う形態も含まれる。この場合は、途中まで沈めた第１補修材に第２補修材を連結した後に
、第１補修材を管路の底部に当たるまで沈めることになる。
【００１５】
　第４の発明の管路補修方法は、前記第１～第３の何れかの発明において、前記第１補修
材組立工程では、前記管路の一部区間についてのみ前記第１補修材を組み立て、
　前記第１補修材組立工程後に、前記一部区間の前記第１補修材を前記管路に一時的に連
結して前記第１補修材を保持する、補修材保持工程と、前記補修材保持工程後に、前記水
上作業床を前記管路の長さ方向に移動させる作業床移動工程と、をさらに含み、
　前記第１補修材組立工程、前記補修材保持工程、及び、前記作業床移動工程を繰り返し
行うことにより、前記水上作業床を移動させつつ、前記管路の複数の区間について前記第
１補修材を順に組み立てることを特徴とするものである。
【００１６】
　本発明では、管路の一部区間についての第１補修材を、水上作業床の上で組み立てた後
、この第１補修材を管路に一時的に連結して保持した上で、水上作業床を次の区間に移動
させる。この一連の工程を繰り返し行うことにより、複数の区間のそれぞれについて、第
１補修材を順に組み立てる。つまり、管路の補修区間が長い場合でも、この補修区間を複
数の区間に分割し、これらの区間毎に第１補修材を組み立てて互いに連結することで、補
修区間全域の補修材を組み立てることができる。
【００１７】
　第５の発明の管路補修方法は、前記第４の発明において、前記補修材保持工程では、前
記管路の天井部に吊り下げ具を設置し、前記吊り下げ具で前記第１補修材を吊り下げるこ
とによって、前記第１補修材を保持することを特徴とするものである。
【００１８】
　本発明では、水上作業床の上で組み立てた第１補修材を、管路の天井部に設置した吊り
下げ具によって吊り下げるため、次の区間の第１補修材を組み立てるために水上作業床を
移動させても、第１補修材が落下しないように確実に保持できる。
【００１９】
　第６の発明の管路補修方法は、前記第４又は第５の発明において、前記管路内の水は、
前記管路の長さ方向に沿って一方向に流れており、前記作業床移動工程において、前記水
上作業床に牽引索を接続し、前記牽引索により前記水の流れ方向上流側から前記水上作業
床を引っ張ることで、前記水上作業床を前記流れ方向上流側に移動させることを特徴とす
るものである。
【００２０】
　作業床移動工程において、水上作業床を、管路内の水の流れ方向下流側に移動させるよ
うにした場合、水上作業床が水の流れに流されて位置が変化するなど、水上作業床の位置
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のコントロールが難しくなる。そこで、本発明では、水上作業床を水の流れ方向の上流側
から牽引索で引っ張り、水上作業床を下流側から上流側へ移動させる。このように、上流
側から牽引索で水上作業床を引っ張っていることから、水上作業床が、水流によって下流
側に移動するということが起こりにくくなり、水上作業床の位置が安定する。
【００２１】
　第７の発明の管路補修方法は、前記第１～第６の何れかの発明において、前記第１補修
材組立工程では、管路の長さ方向に並ぶ複数の第１補強部材を互いに連結して第１補強構
造体を組み立て、この第１補強構造体の内側に第１被覆部材を取り付けることによって、
前記第１補修材を形成し、前記第２補修材組立工程では、管路の長さ方向に並ぶ複数の第
２補強部材を互いに連結して第２補強構造体を組み立て、この第２補強構造体の内側に第
２被覆部材を取り付けることによって、前記第２補修材を形成し、
　前記第１補修材と前記第２補修材を連結して前記管路の内面に設置した後に、前記第１
補修材及び前記第２補修材と前記管路の内面の間の隙間に、硬化性充填材を充填する充填
工程をさらに含むことを特徴とするものである。
【００２２】
　本発明では、管路内に設置する補修材（第１補修材、第２補修材）が、複数の補強部材
からなる補強構造体と、補強構造体の内側に取り付けられた被覆部材とを有する。まず、
複数の補強部材からなる補強構造体によって補修材の強度（剛性）が確保される。また、
補強構造体に取り付けられた被覆部材によって老朽化した管路の内面を覆う。さらに、管
路内に、第１補修材と第２補修材を設置したときには、これらの補修材と管路の内面との
間には隙間が存在するが、上記隙間に硬化性充填材を充填することで、管路と補修材とを
一体化する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】補修後の管路Ｐの断面図である。
【図２】図１に示される補修材の一部拡大図である。
【図３】図２のIII-III線断面図である。
【図４】作業床設置工程を示す図である。
【図５】下部補修材組立工程を示す図である。
【図６】水上作業床の上で組み立てられた下部補修材の斜視図である。
【図７】作業床移動工程を示す図である。
【図８】沈降工程を示す図である。
【図９】上部補修材組立工程を示す図である。
【図１０】充填工程を示す図である。
【図１１】変更形態における、沈降工程、及び、上部補修材組立工程を示す図である。
【図１２】別の変更形態における、下部補修材組立工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施の形態について説明する。本実施形態は、下水道管等の、水が流れ
る大口径の既設管路を補修する場合に、本発明を適用した一例である。ここでいう大口径
の管路とは、人が楽々入ることができるような口径の管路であり、例えば、口径が１ｍ～
５ｍにも及ぶ非常に大きな管路である。下水道の場合、多数の下水管が下水処理場に近づ
くにつれて合流しており、下水処理場付近では、下水道管の内部を流れる下水の流量が非
常に多くなっている。それ故、下水処理場近くの下水道管において、上記のような大口径
管が採用されていることが多い。
【００２５】
　下水道の既設管路では、普段、その内部を下水が流れている。また、口径が大きくなる
ほど、管路内を流れる水の量は多くなる。このように、多くの水が流れている環境で、作
業員が下水の中に浸かりながら管路の補修作業を行うことはかなり困難である。また、下
水量が多いために、補修を行う間だけ下水を堰き止めるのは、堰き止めるための装置が大
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掛かりになるし、堰き止め作業に時間がかかる。そこで、以下では、管路内の水の流れを
止めず、且つ、水に浸かることなく、作業員が補修作業を行うことが可能な方法について
説明する。
【００２６】
　図１は、補修後の管路Ｐの断面図である。図１に示すように、管路Ｐの補修は、ある補
修区間において、管路Ｐの内面に沿って筒状の補修材１を設置することにより行う。尚、
本実施形態では、上記の補修区間として、２つのマンホールＭ１，Ｍ２間の区間を想定し
ている。以下、補修材１の具体的な構成について説明し、その後、その補修材１を用いた
管路Ｐの補修方法について述べる。
【００２７】
（補修材の構造）
　図２は、図１に示される補修材１の一部拡大図である。図３は、図２のIII-III線断面
図である。図２，図３に示すように、筒状の補修材１は、複数の補強リング２と、複数の
嵌合部材３と、複数の被覆部材４とを含む。
【００２８】
　図３に示すように、１つの補強リング２は、３つの円弧状の補強部材５（５ａ，５ｂ，
５ｃ）からなり、これら３つの補強部材５が周方向に連結されることにより、補強リング
２は、全体として環状に構成される。補強リング２の３つの補強部材５は、炭素鋼、ステ
ンレス鋼、硬質合成樹脂等の剛性の高い材料で形成されている。図２に示すように、複数
の補強リング２は、管路Ｐの長さ方向に間隔を空けて配置される。尚、図２では示されて
いないが、管路Ｐの長さ方向に隣接する２つの補強リング２は、パイプ状の連結部材によ
って連結されている。そして、管路Ｐの長さ方向に並ぶ複数の補強リング２が連結される
ことによって、円筒状の補強構造体７が構築される。
【００２９】
　図３に示すように、補強リング２（補強部材５ａ，５ｂ，５ｃ）の内周部には、複数の
凹部６が周方向に間隔を空けて形成されている。これら複数の凹部６には複数の嵌合部材
３がそれぞれ嵌め込まれている。嵌合部材３は、管路Ｐの長さ方向（即ち、複数の補強リ
ング２が並ぶ方向）に長尺な部材であり、複数の補強リング２に跨って取り付けられる。
図３に示すように、嵌合部材３は、その長手方向と直交する断面において、補強リング２
の凹部６の形状とほぼ同様の、やや角張ったＣ字状の断面形状を有する。嵌合部材３の材
質は特に限定されるわけではないが、本実施形態では、嵌合部材３は、耐腐食性に優れ、
軽量で施工性にも良好で、さらに、コストも安価なポリエチレン樹脂等の熱可塑性樹脂で
形成されている。
【００３０】
　各嵌合部材３には、管路Ｐの長さ方向に長尺な被覆部材４が取り付けられる。円筒状の
補強構造体７の内側に、嵌合部材３を介して、複数の被覆部材４が周方向に並べて取り付
けられることで、筒状の補修材１が構成されている。尚、被覆部材４についても材質は特
に限定されるものではないが、本実施形態では、嵌合部材３と同じく、ポリエチレン樹脂
等の熱可塑性樹脂で形成されている。
【００３１】
　以上の補修材１によれば、まず、複数の補強リング２からなる円筒状の補強構造体７に
よって、この補修材１の強度（剛性）が確保される。また、補強構造体７に、嵌合部材３
を介してそれぞれ取り付けられた複数の被覆部材４により、老朽化した管路Ｐの内面が覆
われる。
【００３２】
　尚、補修材１と管路Ｐの内面との間には隙間が存在する。そこで、図２、図３に示すよ
うに、補修材１と管路Ｐの内面との間に、硬化性充填材８が注入される。これにより、管
路Ｐと補修材１とが一体化される。硬化性充填材８としては、例えばセメントミルク、モ
ルタル、コンクリート等のセメント系材料、あるいは不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ
樹脂等の熱硬化性樹脂などを用いることができる。
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【００３３】
（補修方法）
　次に、水が流れる大口径の管路Ｐ内に、上記の補修材１を設置する方法について、図４
～図１１を参照して説明する。尚、本実施形態において、管路Ｐ内の水Ｗは、図４の右側
から左側に向けて一方向に流れているとする。また、管路Ｐ内の水深は、その口径にもよ
るが、例えば、５０ｃｍ以上であり、普通に作業員が管路内に入れば、作業員の膝よりも
上まで水に浸かってしまうぐらいの深さである。そこで、本実施形態では、管路Ｐ内で作
業員が水に浸からず作業できるように、管路Ｐ内の水Ｗに浮かぶ水上作業床１０を設置し
、この水上作業床１０の上で補修材１の組立などの作業を行う。
【００３４】
（作業床設置工程）
　まず、管路Ｐ内に、水に浮く水上作業床１０を設置する。図４は、作業床設置工程を示
す図である。図４に示すように、左側のマンホールＭ２から管路Ｐ内に水上作業床１０を
引き込み、管路Ｐの補修区間のうちの左端の区間において、水に浮かべて設置する。また
、この水上作業床１０にワイヤ１１（牽引索）を接続するとともに、ワイヤ１１を巻き取
るウインチ１２を、右側のマンホールＭ１付近に設置する。さらに、左側のマンホールＭ
１から補修材１を設置するための資材等を搬入し、水上作業床１０に載せる。このとき、
補修作業を行う作業員も、資材と一緒に水上作業床１０に乗る。
【００３５】
　尚、水上作業床１０は、作業員、及び、補修材を設置するための資材など、一定の重量
物（例えば、５００ｋｇ）が載せられても沈まないものであれば、その構成、材質など特
に限定されない。例えば、数人乗ることのできる、避難用などに使用されるゴムボートの
ようなものであってもよい。水上作業床１０として、ゴムボートのような軽量のものを使
用することで、水上作業床１０の、管路Ｐ内への設置や管路Ｐからの撤去が容易になる。
尚、水上作業床１０の大きさがあまりにも大きいと、マンホールＭ２からの搬入・搬出が
大変になり、一方で、小さすぎると、その上での作業が困難となる。このような点を考慮
して、水上作業床１０は、４ｍ程度の長さのものが好適である。
【００３６】
（下部補修材組立工程）
　次に、水上作業床１０の上で補修材１を組み立てるのであるが、まずは、管路Ｐに設置
される筒状の補修材１のうち、管路Ｐの底部に設置される部分（以下、下部補修材１Ａと
いう）を組み立てる。尚、下部補修材１Ａが、本発明における「第１補修材」に相当する
。図５は、下部補修材組立工程を示す図である。図６は、水上作業床１０の上で組み立て
られた下部補修材１Ａの斜視図である。尚、水上作業床１０の長さはせいぜい４ｍであり
、この水上作業床１０の上で、管路Ｐの補修区間に設置する下部補修材１Ａを全て組み立
てることは難しい。そこで、本実施形態では、まず、水上作業床１０の上で、管路Ｐの一
部区間（補修区間の左端の区間）について下部補修材１Ａを組み立て、その後、水上作業
床１０を右側に移動させながら、他の区間の下部補修材１Ａも順に組み立てていく。
【００３７】
　下部補修材１Ａの組立は、具体的には、以下のようにして行う。図６に示すように、補
強リング２の３つの補強部材５ａ，５ｂ，５ｃのうちの、１つの補強部材５ｃ（本発明の
第１補強部材）を管路Ｐの長さ方向に複数並べて連結し、下部補強構造体７Ａ（本発明の
第１補強構造体）を組み立てる。次に、この下部補強構造体７Ａの内側に複数の嵌合部材
３を取り付ける。さらに、複数の嵌合部材３に、複数の被覆部材４（本発明の第１被覆部
材）をそれぞれ取り付ける。尚、この下部補修材１Ａの組立の際には、後の沈降工程で、
下部補修材１Ａを管路Ｐの底部に沈めたときに、下部補修材１Ａの一部が水面上に出る大
きさにすることが好ましい。例えば、水深がかなり深くて、補強リング２の３つの補強部
材５のうち１つの補強部材５ｃだけ組み立てたのでは、下部補修材１Ａを管路Ｐの底部ま
で沈めたときに、下部補修材１Ａの全体が水没してしまう場合が考えられる。この場合は
、補強リング２の３つの補強部材５のうち、２つの補強部材５をこの工程で組み立てるこ
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とにより、下部補修材１Ａのサイズを大きくする。
【００３８】
（補修材保持工程）
　補修区間の一部区間について下部補修材１Ａを水上作業床１０の上で組み立てたら、次
に、隣の区間の下部補修材１Ａを組み立てるために、水上作業床１０を移動させる必要が
ある。そこで、組み立てが終わった下部補修材１Ａを管路Ｐに一時的に連結して保持する
。具体的には、図６に示すように、管路Ｐの天井部に複数のアンカー１３を打ち込み、各
アンカー１３にチェーンブロック１４（本発明の吊り下げ具）を取り付ける。そして、複
数のチェーンブロック１４によって、管路Ｐの天井部から下部補修材１Ａを吊り下げて保
持する。これにより、水上作業床１０を移動させても、組み立てた下部補修材１Ａが落下
しないように確実に保持できる。
【００３９】
（作業床移動工程）
　図７は、作業床移動工程を示す図である。組み立てた下部補修材１Ａを管路Ｐに連結し
たら、図７（ａ）に示すように、ウインチ１２でワイヤ１１を巻き取ることにより、水上
作業床１０を右側に移動させる。尚、ここでは、管路Ｐ内の水の流れの上流側（図中右側
）から水上作業床１０をワイヤ１１で引っ張って、流れに逆らうように、水上作業床１０
を上流側に移動させる。このように、上流側から水上作業床１０をワイヤ１１で引っ張る
ことで、水上作業床１０が水に流されにくくなり、水上作業床１０の位置が安定する。
【００４０】
　右側の区間に水上作業床１０を移動させたら、水上作業床１０の上で、この区間の下部
補修材１Ａを組み立てる。下部補修材１Ａを組み立てたら、チェーンブロック１４で下部
補修材１Ａを吊り下げる。尚、このとき、隣接する２つの区間の下部補修材１Ａを互いに
連結しておく。以上説明した、水上作業床１０の上での下部補修材１Ａの組立（下部補修
材組立工程）、下部補修材１Ａの保持（補修材保持工程）、及び、水上作業床１０の移動
（作業床移動工程）を繰り返し行うことで、図７（ｂ）に示すように、管路Ｐ内で水上作
業床１０を右側に移動させつつ、管路Ｐの複数の区間について下部補修材１Ａを順に組み
立てていく。
【００４１】
（沈降工程）
　補修区間の全域について下部補修材１Ａの組立及び連結が終わったら、これらの下部補
修材１Ａ（複数区間の下部補修材１Ａの連結体）を水中に沈める。図８は、沈降工程を示
す図である。図８に示すように、まず、作業の邪魔にならないよう、水上作業床１０を、
右側のマンホールＭ１に一時的に退避させる。次に、下部補修材１Ａを吊り下げている複
数のチェーンブロック１４を操作して、下部補修材１Ａを下降させ、補修区間全域の下部
補修材１Ａを一度に水中に沈める。また、本実施形態では、この沈降工程において、下部
補修材１Ａを管路Ｐの底部に当たるまで沈める。ここで、先の下部補修材組立工程で、下
部補修材１Ａを、一定以上の大きさに組み立てているため、下部補修材１Ａは完全に水没
するのではなく、その一部が水面上に出た状態となる。
【００４２】
（上部補修材組立工程）
　下部補修材１Ａを水中に沈めたら、次に、管路Ｐの底部よりも上側の部分に設置される
部分（以下、上部補修材１Ｂという）の組立を行う。尚、上部補修材１Ｂが、本発明にお
ける「第２補修材」に相当する。
【００４３】
　図９は、上部補修材組立工程を示す図である。まず、上部補修材１Ｂを設置するための
資材等をマンホールＭ１から搬入し、この資材等を、水に浮かべた水上作業床１０に載せ
る。そして、この水上作業床１０を、補修区間の左端の区間まで移動させる。
【００４４】
　次に、水上作業床１０の上で上部補修材１Ｂを組み立てる。具体的には、補強リング２
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の３つの補強部材５のうちの、下部補修材の組み立てに使用されなかった残りの補強部材
５（本発明の第２補強部材）を、管路Ｐの長さ方向に複数並べて連結する。これにより、
上部補強構造体７Ｂ（本発明の第２補強構造体）を組み立てる。図９は、上部補強構造体
７Ｂが組み立てられた状態を示している。次に、上部補強構造体７Ｂの内側に複数の嵌合
部材３を取り付ける。さらに、複数の嵌合部材３に複数の被覆部材４（本発明の第２被覆
部材）をそれぞれ取り付ける。
【００４５】
　次に、このようにして組み立てた上部補修材１Ｂを、水中に沈んでいる下部補修材１Ａ
に連結する。その際、上述したように、下部補修材１Ａは完全に水没しているのではなく
、その一部が水面上に出ていることから、水上作業床１０の上から、下部補修材１Ａと上
部補修材１Ｂとを連結する作業が容易である。尚、水上作業床１０の上で上部補修材１Ｂ
を全て組み立ててから、この上部補修材１Ｂを下部補修材１Ａに連結してもよいが、上部
補修材１Ｂの組立途中の段階で連結してもよい。例えば、複数の補強部材５を連結して上
部補強構造体７Ｂを組み立てた段階で、この上部補強構造体７Ｂを、下部補修材１Ａの下
部補強構造体７Ａに連結し、その後に、嵌合部材３や被覆部材４を取り付けてもよい。あ
るいは、上部補修材１Ｂを構成する複数の補強部材５を、まず、個別に下部補強材１Ａに
連結してから、その後に、これら複数の補強部材５を互いに連結してもよい。
【００４６】
　この区間における上部補修材１Ｂの組立が完了したら、水上作業床１０を右側の区間に
移動させて、次の区間について同様に上部補修材１Ｂの組立を行う。また、この上部補修
材１Ｂを、隣接する区間の上部補修材１Ｂと連結するとともに、水没している下部補修材
１Ａとも連結する。以上の作業を繰り返して、管路Ｐの補修区間の全域において、下部補
修材１Ａと上部補修材１Ｂからなる、補修材１の設置を完了する。
【００４７】
（充填工程）
　次に、補修材１と管路Ｐの内面との間の隙間に、モルタル等の硬化性充填材８（図２、
図３参照）を充填する。図１０は、充填工程を示す図である。図１０に示すように、まず
、補修材１の両端部に、環状の妻型枠１５をそれぞれ設置する。また、マンホールＭ１付
近に充填ポンプ１６を設置し、この充填ポンプ１６をホース１７で妻型枠１５に接続する
。そして、両端の妻型枠１５によって塞がれた、補修材１と管路Ｐの内面との間の隙間に
、モルタル等の硬化性充填材８を充填ポンプ１６によって充填する。充填後、この状態の
まましばらく放置して硬化性充填材８を硬化させることで、補修材１と管路Ｐとを一体化
する。尚、管路Ｐと補修材１の間には水が入り込んでいるが、モルタル等の充填材８の充
填時に、上記の水を充填材８で置換することにより水を排出できる。あるいは、管路Ｐと
補修材１との間の水を、充填材８の注入前に、予め排出してもよい。
【００４８】
　以上説明した管路Ｐの補修方法では、次のような効果が得られる。
　管路Ｐ内に、その内部の水に浮く水上作業床１０を設置してから、この水上作業床１０
の上で下部補修材１Ａを組み立てる。組み立てた下部補修材１Ａは、水上作業床１０から
水中に沈める。その後、同じく水上作業床１０の上で、上部補修材１Ｂを組み立てて下部
補修材１Ａに連結する。そのため、作業者は、管路Ｐの内面に設置する補修材１（下部補
修材１Ａと上部補修材１Ｂ）を、水に浮いた水上作業床１０の上で組み立てることになる
ため、水に浸かりながら作業を行う必要がない。また、補修材１Ａ，１Ｂの組立を行うた
めの水上作業床１０は、管路Ｐ内に引き入れて水に浮かべるだけで設置できることから、
その設置作業、及び、撤去作業は非常に簡単であり、短い時間で完了できる。
【００４９】
　本実施形態では、沈降工程において、下部補修材１Ａを管路Ｐの底部に当たるまで沈め
る。このとき、その前の下部補修材組立工程で、下部補修材１Ａは一定以上の大きさに組
み立てられており、下部補修材１Ａを管路Ｐの底部まで沈めたときに、この下部補修材１
Ａの一部が水面上に出る。そのため、後の上部補修材組立工程で組み立てられる上部補修
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材１Ｂを、水上作業床１０の上から下部補修材１Ａに連結する作業が容易になる。
【００５０】
　また、本実施形態では、管路Ｐの一部区間についての下部補修材１Ａを、水上作業床１
０の上で組み立てた後、この下部補修材１Ａを管路Ｐに一時的に連結して保持した上で、
水上作業床１０を移動させる。これら一連の工程を繰り返し行うことにより、複数の区間
のそれぞれについて、下部補修材１Ａを順に組み立てる。つまり、管路Ｐの補修区間が長
い場合でも、この補修区間を複数の区間に分けて、これらの区間毎に下部補修材１Ａを組
み立てて互いに連結することで、補修区間全域の補修材１を組み立てることができる。
【００５１】
　尚、このときの水上作業床１０の移動においては、管路Ｐ内の水の流れ方向の上流側か
らワイヤ１１を引っ張ることにより、水上作業床１０を、水の流れ方向の下流側から上流
側へ移動させる。このように、上流側から水上作業床１０をワイヤ１１で引っ張っている
ことから、水上作業床１０が、水流によって下流側に移動するということが起こりにくく
なり、水上作業床１０の位置が安定する。
【００５２】
　次に、前記実施形態に種々の変更を加えた変更形態について説明する。但し、前記実施
形態と同様の構成を有するものについては、同じ符号を付して適宜その説明を省略する。
【００５３】
１］前記実施形態では、図８に示すように、水上作業床１０の上で組み立てた下部補修材
１Ａを、１回の沈降工程で管路Ｐの底部に当たるまで沈めていた。これに対して、管路Ｐ
内の水量が多い場合などには、複数回に分けて下部補修材１Ａを沈めてもよい。
【００５４】
　図１１（ａ）に示すように、管路Ｐ内の水位が高い場合には、水上作業床１０の上で組
み立てた下部補修材１Ａを水中に沈める際に、下部補修材１Ａが管路Ｐの底部に当たる前
で沈降を止める。次に、図１１（ｂ）に示すように、途中まで沈めた下部補修材１Ａの上
に水上作業床１０を移動させ、この水上作業床１０の上で、上部補修材１Ｂの一部分１Ｂ
ｘを組み立てる。その際、上部補修材１Ｂの一部分を下部補修材１Ａに連結することが容
易になるように、図１１（ａ）の沈降工程では、下部補修材１Ａの一部が水面上に少し出
ている状態で、下部補修材１Ａの沈降を止めることが好ましい。上部補修材１Ｂの一部分
１Ｂｘの組み立て、及び、下部補修材１Ａへの連結が終わったら、図１１（ｃ）に示すよ
うに、２つの補修材１Ａ，１Ｂｘの連結体２０を、下部補修材１Ａが管路Ｐの底部に当た
るまで沈める。その後、図示は省略するが、再び水上作業床１０を連結体２０の上方に移
動させ、この水上作業床１０の上で上部補修材１Ｂの残りの部分を組み立てて、連結体２
０に連結する。
【００５５】
２］前記実施形態では、図８に示すように、補修区間の全域において下部補修材１Ａを組
み立てた後に、それらの下部補修材１Ａを一斉に水中に沈めていたが、一部の区間の下部
補修材を組み立てた段階で、その下部補修材１Ａを順次水中に沈めるようにしてもよい。
【００５６】
　図１２（ａ）の例では、まず、水上作業床１０の上で、管路Ｐの補修区間のうちの、左
端の区間についての下部補修材１Ａを組み立ててから、この下部補修材１Ａをチェーンブ
ロック１４で吊り下げて一時的に保持する。次に、水上作業床１０を右側の区間に移動さ
せる。水上作業床１０を移動させたら、図１２（ｂ）に示すように、先に組み立てた下部
補修材１Ａのうちの左側部分を水に沈め、右側部分は水面上に出た状態にする。この状態
で、次の区間の下部補修材１Ａを水上作業床１０の上で組み立てるとともに、先に組み立
てた下部補修材１Ａの右側部分に連結する。このように、下部補修材１Ａの組み立てと水
中への沈降を交互に繰り返すことにより、補修区間全域についての下部補修材１Ａを、管
路Ｐの底部に設置する。
【００５７】
３］管路Ｐの口径が大きい、あるいは、補修区間が長い場合など、補修作業に要する時間
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の場合は、補修材１の設置作業を途中で中断し、翌日以降に作業を再開することになる。
【００５８】
　作業を中断する際に、水上作業床１０を管路Ｐ内に放置したままにしておくと、水上作
業床１０が管路Ｐ内の水の流れによって下流側に流されてしまう虞があるため、水上作業
床１０は、一旦、管路Ｐから撤去しておくことが望ましい。また、組み立てが終わった後
の、管路Ｐの天井部から吊り下げた状態で保持している下部補修材１Ａは、一旦、管路Ｐ
の底部まで降ろして沈めておく。
【００５９】
４］水上作業床１０の上で組み立てた下部補修材１Ａを、管路Ｐに一時的に連結して保持
する方法としては、前記のチェーンブロック１４で管路Ｐの天井部から吊り下げる方法に
は限られない。例えば、管路Ｐに、その両側の側壁部から張り出す支持部を設け、これら
の支持部によって下部補修材１Ａを一時的に保持することも可能である。
【００６０】
５］前記実施形態では、補修区間を複数の区間に分けて、これらの区間毎に下部補修材１
Ａを組み立てて互いに連結している。これに対して、管路Ｐの一部分のみを補修する場合
など、補修区間が短い場合には、水上作業床１０の上で、補修区間の全域について下部補
修材１Ａを組み立てることも可能である。
【００６１】
６］管路内に設置する補修材は、前記実施形態で例示した構成のものには限られない。
【符号の説明】
【００６２】
１　補修材
１Ａ　下部補修材
１Ｂ　上部補修材
２　補強リング
４　被覆部材
５　補強部材
７　補強構造体
７Ａ　下部補強構造体
７Ｂ　上部補強構造体
８　硬化性充填材
１０　水上作業床
１４　チェーンブロック
Ｐ　管路
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